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１.背景と論点

【地域包括医療病棟の概要】背景

• 令和６年度の診療報酬改定により「地域包括医療病棟」
が新設され、急性期における治す医療とリハビリ等の支
える医療の提供を同時に行うことから、「急性期」と
「回復期」双方の病床機能を有している。

論点

• 病床機能報告における病床機能の取扱いは、国からまだ
示されていないが、令和6年第１回地域医療構想調整会
議では、「2025プランの更新」について協議するため、
当該会議を目途に病床機能の取扱いを整理する必要があ
る。
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2.地域包括医療病棟とは①
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2.地域包括医療病棟とは② 論点：病床機能報告における病床機能は示されていない

5
＊地域で連携していく中で、一時的に想定される診療が難しい期間がある場合、令８年５月末までの間、平均在院日数等の要件について、3か月を上限とし、当該期間を実績の対象期間から
除いて差し支えない。（厚生労働省保険局医療課 令和６年５月31日事務連絡 「疑義解釈資料の送付について（その７）」）
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2.地域包括医療病棟とは③
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2.地域包括医療病棟とは④
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3.病床機能報告における地域包括ケア病棟の病床機能の取扱い

複数の医療機能の選択可能性がある「地域包括ケア病棟」の報告上の区分は
各医療機関が実態に基づき「回復期」、「急性期」を選択するものであり、
一律の基準はない。

（抜粋）
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4. 取扱いの方向性（案）

論点
• 病床機能報告における病床機能の取扱いは、国からまだ示されていない。

• 一方、第１回地域医療構想調整会議では、「2025プランの更新」について協議す
るため、その会議を目途に病床機能の取扱いを整理する必要がある。

前提となる考え方

• 「地域包括医療病棟」は、急性期における治す医療とリハビリ等の支える医療
の提供を同時に行うことから、「急性期」と「回復期」双方の機能を有している。

• 同様に急性期と回復期の双方の機能を有している「地域包括ケア病棟」は医療機関
の判断により、「急性期」または「回復期」を選択している。

県病院協会理事会（５月29日開催）でいただいたご意見

• これまでも病院の自主判断による報告しており、診療報酬における細部事項を考慮

すると、「回復期」とすることで齟齬が生じるのではないか。

• 国の示す考え方に準拠すればよいのではないか。
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4. 取扱いの方向性（案）
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 現時点では、地域包括医療病棟は、地域包括ケア
病棟と同様、一旦、医療機関の判断により「回復
期」、または「急性期」と整理する可能性があるも
のと捉え、当面、国の動向を注視していくこととし
てはどうか。

※ なお、現状は、「回復期」と報告した病院を対象に基金活用を検討することを想定



【参考】令和６年度病床機能報告について
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第1５回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ（令和６年７月10日）より抜粋



説明は以上です
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